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  狭山警察署管内では特殊詐欺の予兆電話がかかってきています。 

  警察官、市役所職員、財務省、総務省等を騙り、「あなたのキャッシュカードが犯罪に使用さ
れている。」「キャッシュカードを交換する。」「キャッシュカードを預かる。」「あなたの口座が詐欺グルー

プに使用されている。」「銀行名と口座番号を教えて。」「逮捕されないために保証金が必要だ。」「ＡＴ

Ｍで医療費の還付金が戻る。」「この電話は２時間後に使用できなくなる。」「料金の未納がある。」等

の電話やメールが来たら、それは詐欺です。すぐに警察に通報を！ 

 

 

 

 
 犯罪や交通事故等の被害による悩みや精神的不安をお持ちの方は、一人で悩まず

埼玉県警察犯罪被害者支援室までお電話ください。 

  専門の相談員が電話により相談を受けるほか、面接での相談（予約制）も受け付け

ています。 
 

 埼玉県警察犯罪被害者支援室    性犯罪被害相談電話(ハートさん) 

   ☏ 0120‐381‐858            ☏ #8103 又は 0120-83-8103 
    

狭山警察署管内特殊詐欺被害件数 73件(前年比＋33件)被害総額約４憶7,934万円(令和７年９月末現在、この数値は暫定値です。) 

 

110番通報又は 

    狭山警察署へ 

 10月１日～10月20日までの取扱い 
遺失・拾得 22件 交通事故 22件 
窃盗    ７件 
(本数値は交番での事案取扱い件数であり、刑
法犯認知件数とは異なります。) 

 指名手配被疑者によく似

た人を見かけた等どんな些

細な事でも結構ですので、

警察に通報して下さい。 

 あなたの近くにいるかも

知れません。 


